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いじめ防止対策推進法施行後も続くい

じめ、変わらない学校対応 

 2013年9月28日、いじめ防止対策推

進法が施行されました。これは日本初

のいじめ対策の法律で、学校などのい

じめ問題への取り組みが大きく変わる

ことが期待されました。 

 しかし残念ながら、いじめの発生や

自殺発生後の学校側の対応は、旧態依

然としたものでした。 

 2014年7月4日には、青森県立八戸北

高校2年女子（当時17歳）が、1年後の

15年7月5日には、岩手県矢巾町で町立

中学2年男子（当時13歳）が、いじめ

を理由に自ら命を絶ちました。 

 八戸のケースでは、高校1年の6月頃

から同級生とトラブルがあり、11月頃

には母親が「嫌がらせを受けている」

と担任などに相談をしています。しか

し学校は、「嫌がらせ」であって「い

じめ」の訴えでないとして、それ以上

の対応を怠っています。 

 一方、矢巾町のケースでは、男子生

徒は、担任教諭に毎日提出する「生活

記録ノート」の中で、同級生から暴行

を受けたことを何度も書き、「ボクが

いつ消えるかはわかりません。市

（死）ぬ場所はきまってるんですけど

ね」と自殺の予告までしていました。

が、結果的には何ら対応することなく

見過ごされています。 

 いずれのケースも、明らかにいじめ

と判断できます。にもかかわらず「い

じめでない」と曲解・無視し、具体的

な対応をとりませんでした。 

 

ないがしろにされている 

第23条「いじめに対する措置」 

 いじめ防止対策推進法第23条では、

いじめが起こったり、いじめが強く疑

われたりする場合に、学校がとるべき

措置を定めています。たとえば、「学

校は、児童等がいじめを受けていると

思われるときは、速やかに、いじめの

有無を確認し学校設置者に報告するこ

と、いじめをやめさせ、再発防止のた

め、いじめを受けた児童等に対する支

援、いじめを行った児童等に対する指

導・助言を継続的に行う」としていま

す。 

 しかし、報道等で知る限りでは、い

じめ被害を訴えても「いじめではな

く、いじり、ちょっかい、からかい、

ふざけ、トラブル、けんか」と認識

し、法で定められた対応をとっていな

いケースがほとんどです。なぜ学校

は、法律を守ろうとしないのでしょう

か。  

 これは、学校等がいじめ問題に熱心

でないことが最大の理由ですが、背景

には、いじめ定義の曖昧さもあると思

われます。いじめ防止対策推進法で

は、いじめを「心身の苦痛を感じてい

るもの」と定めています。これは、い

じめを広く認定するための優れた仕組

みですが、この訴えを元に対応を進め

ると、加害側とされた保護者からの反

発をまねきかねません。それを避ける

ために学校が萎縮し、なかったことに

しようとするのではないでしょうか。

特に暴力を伴わない「コミュニケー

ション操作系」のいじめに関しては、

その傾向が強いように感じます。 

 例えば、アメリカの児童ポルノの定

義は、具体的･詳細で誰が判断しても

同じ結論を導く設計になっています。

現状のいじめ定義に加え、明確な判断

基準を併記することで、より公正な判

断をしやすくなり、結果として、学校

は安心していじめを認定することがで

きるのではないでしょうか。こうした

学校支援も、求められると思います。 
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 2014年6月から約1年かけて、ジェントルハートプロ

ジェクトでは、幼稚園・保育園を含む学校等の事件事

故で、調査・検証委員会が立ち上がった事案につい

て、被災者と調査委員の双方にアンケートをとりまし

た。 

 なお調査対象は、近年各地で設置されているいわゆ

る第三者委員会と呼ばれているもの以外にも、法務局

や弁護士会への人権侵害の申し立て等による調査

や、学校や教育委員会のメンバーに外部の専門家が

加わったものを含んでいます。 

 さらに、同一事案で複数の調査委員会が設置された

もの、同一事案で複数の被災者がいるものは、それぞ

れ回答していただきました。 

 調査委員については、複数の調査に関わった場合、

それぞれの調査について回答していただきました。 

 被災者用と調査委員用は共通する事案のものもあ

れば、異なる事案もあります。 

 残念ながら、元々の対象者が少ないうえに、質問項

目が多かったことや守秘義務が影響してか、被災者に

ついては23件、調査委員については12件と、十分な回

答数を集めることができませんでした。 

ただし、その中でも調査や報告の現状について見え

てきたものがありますので、ご報告いたします。 

 なお、調査票の集計や分析は、筑波大学人間総合

科学研究科の小林麻衣子さんにお願いしました。 

 

1. 被災者アンケートから 

 

(1) 被災の詳細 

・被災時期   1998年～2014年 

・被災者年齢 3～17歳(平均12.7歳) 

・学校種別   幼稚園・保育園2件、小学校4件 

   中学校10件、高校7件 

・被災状況    自殺13件、体育的活動中の死亡4件 

   災害時の死亡2件、その他4件 

 

(2) 委員会の設置時期 

・直後から3カ月以内に設置が８件で一番多く、3カ月か

ら1年が7件、1年以上経ってからが5件。 

計20件中、設置時期が「適切だった」と答えたのは3

カ月以内の2件だけで、「どちらともいえない」5件、「遅

すぎた」と13件が答えています。 

 

(3) 委員の選出について、被災者の要望は、「聞いても

らえた」2件、「一部聞いてもらえた」3件、「ほとんど聞

いてもらえなかった」1件、「全く聞いてもらえなかった」

10件、「その他」6件で、圧倒的に被災者の要望は聞い

てもらっていません。結果、委員の選定について「納

得」3件、「ほぼ納得」4件、「どちともいえない」4件、「や

や不満」1件、「不満」10件となっています。 

 「不満」や「やや不満」の理由としては、「選出時点で

は満足すべき委員会と思われました。調査の目的、方

向性が遺族の求めるものとはどんどんズレていきまし

た。それを調整し、マネジメントし、当事者にきちんと説

明する機能が欠けていたことが最大の問題点だったと

思います。そのような委員がいらっしゃらなかった」とい

う意見や「法学、教育学、社会学、臨床心理学の学識

経験を有する者で構成され、弁護士が1名も入らな

かった。事実調査の認定がしっかりできていないまま、

考察と提言が述べられている報告書になっていた。事

実として何があったのか包み隠さず明らかにすること

が調査委員会には必要であり、遺族が一番に望むこと

です」などの意見がありました。 

 

(4) 委員会から被災者への聞き取りについて、「十分に

された」6件、「ある程度された」3件、「どちらともいえな

い」1件、「あまり十分ではなかった」2件、「不十分だっ

た」8件、「その他」2件。 

 

(5) 報告書の内容について、「納得」3件、「ほぼ納得」2

件、「どちらともいえない」1件、「あまり納得できない」6

件、「全く納得できない」7件で、調査検証委員会が立

ち上がっても、必ずしも被災者の納得が得られていな

いことが判明しました。 

 納得がいったものの理由としては、「①委員会設置の

目的がはっきり示されている。②事故の概要や事故に

至るまでの発生要因など、私情を交えず公正に正確に

述べられている。多方面からの検証を行っている。③

再発防止のための提言が、かなり細かく示されてい

る。④再発防止策を述べるだけで終わるのではなく事

故調査を生かして改編を行った。」「学校の事後対応

の批判をしてくれました」などがありました。 

 納得がいかないものの理由としては、「事実関係の

大事な部分は全く書かれていなかった。すべては加害

者側生徒だけのせいにして周りの大人の事は何もふ

れられていなかった」「形が見える暴力にスポットがあ

たりすぎ、悪口等の部分の影響や関連性など把握、分

析、原因究明が不十分。又、なぜその状況になったの

かの真の要因分析がないため、真に効果的な対策が

検討されていない」「事実と違う部分があった。責任の

所在について記述がない。聞き取り調査内容の記述

が入ってない。加害者の証言は聞き入れているが、被

害者のメモやノートは事実確認できないものは容認し

ない。被害者の気持ちや心情を考えない。想像力のな

い内容で、客観的にとらえすぎる。「いじめ」は認めて

いるが「いじめ」の質の評価を加えたことが納得できな

い」などの不満があがりました。 

 

(6) 被災者が調査・検証委員会に望んだことは、「達成

された」4件、「ほぼ達成された」3件、「どちらともいえな

◆ アンケート調査 結果報告 ◆  理事 武田さち子 




